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-------------------------------------------------------------------------------------- 

令和６年４月から労働条件明示ルールが

改正されます 

 

◆労働条件明示事項が追加に 

 労働基準法施行規則等の改正により、令和６

年４月から労働条件明示のルールが変わりま

す。具体的には、労働契約の締結・更新のタイミ

ングの労働条件明示事項が追加されます。明示

が必要なタイミングごとに、新しく追加される明示

事項を見てみましょう。 

１ すべての労働契約の締結時と有期労働契約

の更新時 

 →明示事項①：就業場所・業務の変更の範囲 

２ 有期労働契約の締結時と更新時 

 →明示事項②：更新上限（通算契約期間また

は更新回数の上限）の有無と内 

 容 

 ※あわせて、最初の労働契約の締結より後に

更新上限を新設・短縮する場合は、その理

由を労働者にあらかじめ説明することが必

要になります。 

３ 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が

発生する契約の更新時 

 →明示事項③：無期転換申込機会、明示事項

④：無期転換後の労働条件 

 ※あわせて、無期転換後の労働条件を決定す

るにあたって、就業の実態に応じて、正社

員等とのバランスを考慮した事項につい

て、有期契約労働者に説明するよう努めな

ければならないこととなります。 

 

◆労働条件通知書を見直しましょう 

 上記１については、すべての労働契約の締結

と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇

入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、こ

れらの「変更の範囲」についても明示が必要に

なります。改正に適応した労働条件通知書とな

るよう、書式を見直しましょう。また、有期契約労

働者については、上記２・３に基づき、会社の方

針を踏まえしっかりと説明する必要があることに

注意しましょう。労働条件通知書の見直しについ

ては、弊所へご相談ください。 

【厚生労働省「労働条件明示改正リーフレット」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001

080267.pdf 

 

 

令和５年度 労働保険の年度更新の注意

点 

～例年の算定方法と異なります 

 

◆労働保険の年度更新とは 

労働保険の保険料は、毎年４月１日から翌年

３月 31 日までの１年間（保険年度）を単位として

計算されることになっており、その額はすべての

労働者（雇用保険については、被保険者）に支

払われる賃金の総額に、その事業ごとに定めら

れた保険料率を乗じて算定することになっていま

す。 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料

を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあ

とに精算することになっているため、事業主は、
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前年度の保険料を精算するための確定保険料

の申告・納付と新年度の概算保険料を納付する

ための申告・納付の手続きが必要となります。こ

れが「年度更新」の手続きです。 

この手続きは、毎年６月１日～７月 10 日に行

わなければなりません。 

 

◆令和５年度の注意点 

令和４年度の雇用保険率が年度の途中で変

更になったため、令和４年度確定保険料の算定

において、一元適用事業および二元適用事業

（雇用保険）の場合は、保険料算定基礎額と保

険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期

（令和４年４月１日～同年９月 30 日）と後期（令

和４年 10 月１日～令和５年３月 31 日）に分け

て算出する必要があります。 

これに伴い、令和５年度の年度更新につい

て、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金

算定基礎賃金集計表の様式が変更されている

ので、注意が必要です。 

 なお、二元適用事業（労災保険）の場合は、令

和４年度の確定保険料の算定方法は例年と変

更ありません。 

 また、一般拠出金および特別加入保険料の算

定方法についても例年と変更ありません。 

【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知ら

せ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouh

oken21/index.html 

 

 

健康診断にプラス！ 「がん検診」の 

受診勧奨で従業員を守る！ 

 

◆ぜひ「がん検診の受診の啓発」を！ 

 健康診断を実施する企業も多い春先のこの時

期、従業員に「がん検診」をあわせて受診するよ

う勧める取組みを行ってみませんか。 

 会社での健康診断は、一般にがんの発見を目

的としたものではありません。会社の健康診断

の目的は、大きく分けて、業務内容に関連して

注意すべき病気の有無をチェックすることと、生

活習慣病の予防を行うことです。つまり、会社の

健康診断で問題なしとの結果が出たとしても、が

んの心配がないわけではないのです。 

 がんに罹患する方の３人に１人は、20～64 歳

の働き世代です。医療技術の進歩により、がん

の治療をしながら働き続ける方も増えており、企

業も積極的に「がん対策」に取り組むことが望ま

れています。その取組みの１つとして行いたいの

が、「がん検診の受診の啓発」です。 

 

◆受診啓発のための取組み 

 具体的には、企業が行っている健康診断にが

ん検診を取り入れたり、健康診断とは別にがん

検診を受診するようすすめたり、がん検診の効

果についての情報を提供したりして、受診率の

向上につなげます。安心してがん検診を受けて

もらうためには、精密検査が必要となった場合の

受診のフォローについての体制を整備し、周知

することも大切です。 

 

◆受診啓発が受診率を高め、従業員を守る 

 受診率を高めるため、がん検診の費用を企業

が負担するといったところも出てきています。し

かし、特に中小企業では、そこまではなかなかや

れないというところも多いかもしれません。 

この点、先行事例が集積されるなかで、受診

率向上のために有効なのは、実は受診勧奨の

取組みである、ということがわかってきました。予

算がなく、費用の負担までは難しいという企業で

も、別の対策で、十分受診率を向上させられる

可能性があります。 

早期発見・早期治療できれば、がんは決して

怖い病気ではありません。従業員の健康を守る

ため、ぜひがん検診の受診勧奨の取組みを始

めましょう。 
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令和５年度のキャリアアップ助成金 

（正社員化コース）の概要 

 

◆キャリアアップ助成金（正社員化コース）とは 

 キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短

時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正

規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組み

を実施した事業主に対して助成するものです。

そのうちの正社員化コースは、非正規雇用労働

者を正社員化することによって受給できる助成

金です。この助成金の受給には、キャリアアップ

計画の作成や正社員に転換する制度の就業規

則への規定、正社員化後６か月間の賃金が正

社員化前６か月間の賃金と比較して３％以上増

額していることが必要です。 

 

◆支給額は？ 

 キャリアアップ助成金の令和５年度の支給額

は以下のとおりです（カッコ内は大企業の額）。

なお、生産性要件は廃止となりました。 

➀ 有期→正規：57 万円（42.75 万円） 

➁ 無期→正規：28.5 万円（21.375 万円） 

１年度１事業所あたり 20 人まで受給ができま

す。また、以下の場合に支給額が加算されます。 

・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として

直接雇用した場合 

→28.5 万円（大企業も同額） 

・母子家庭の母等または父子家庭の父を正規

雇用労働者として直接雇用した場 

 合 

➀ 有期→正規：9.5 万円（大企業も同額） 

➁ 無期→正規：4.75 万円（大企業も同額） 

・勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を

新たに規定し、当該雇用区分に転換等をした

場合 

→１事業所当たり１回のみ 9.5 万円（7.125 万

円） 

 

◆人材開発支援助成金との併用で加算 

さらに、本助成金と人材開発支援助成金を併

用すると助成金額が加算されます。人材開発支

援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して

訓練を行った場合に、受講料などの訓練経費や

訓練期間中の賃金の一部等を助成します。加

算額は以下のとおりです 

・人材開発支援助成金対象の訓練修了後に正

社員化した場合 

➀ 有期→正規：9.5 万円（大企業も同額） 

➁ 無期→正規：4.75 万円（大企業も同額） 

・自発的職業能力開発訓練または定額制訓練

の修了後に正社員化した場合 

 ➀ 有期→正規：11 万円 

 ➁ 無期→正規：5.5 万円(大企業も同額) 

今年度より、人材開発支援助成金の訓練後

に対象労働者を正社員化し、キャリアアップ助成

金（正社員化コース）を申請する予定の事業主

は、人材開発支援助成金における「訓練実施計

画届」（訓練様式第１号など）の作成・提出をもっ

て、キャリアアップ助成金（正社員化コース）にお

ける「キャリアアップ計画」とみなすことができる

ようになりました。 

受給申請を検討される際には、弊所へご相談

ください。 

 

【厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金の

ご案内（概要）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/0010

82763.pdf 

 

【厚生労働省リーフレット「「キャリアアップ助成金」

を活用して従業員を正社員化しませんか？」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/0010

82766.pdf 
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5 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 

 

31 日 

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務

署］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所よりひと言 

    ゴールデンウィークを迎えていますが、今

年は電車の中も外国人旅行者が目立つよう

になり、日本の玄関口の成田空港もコロナ前

に戻りつつあるようです。 

     職場でもまだマスクをしている企業が多い

ようですが、今後梅雨の時期や夏季を迎え

るにあたり、会社としてどのようなコロナ対応

を続けるかの検討が必要となります。 


